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副業・兼業の現状
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・副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にある。

・裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的に自由。

【裁判例】
・各企業において制限が許されるケース
①労務提供上の支障がある場合
②業務上の秘密が漏洩する場合
③競業により自社の利益が害される場合
④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合 など

【副業・兼業の方向性】
副業・兼業を事情はさまざまであるが、長時間労働、企業への労務提供上の支

障や業務上の秘密の漏洩等を招かないよう留意しつつ、雇用されない働き方も含
め、その希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整備することが重要。



副業・兼業のメリットと留意点
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・副業・兼業はメリットもあるが、労働時間管理、健康管理に留意。

・労働者のメリットは、スキル、経験を得たり、新たな挑戦ができる。

【労働者】
◎メリット
①離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、労働者
が主体的にキャリアを形成することができる。
②本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することが
できる。
③所得が増加する。
④本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行がで
きる。



副業・兼業のメリットと留意点
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・副業・兼業はメリットもあるが、労働時間管理、健康管理に留意。

・企業のメリットは、優秀な人材の獲得・流出の防止、事業機会の拡大ができる。

【企業】
◎メリット
①労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
②労働者の自律性・自主性を促すことができる。
③優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。
④労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につなが
る。



副業・兼業のメリットと留意点
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・副業・兼業はメリットもあるが、労働時間管理、健康管理に留意。

・他にも、職務専念義務、秘密保持業務、競業避止義務の確保にも注意が必要。

【労働者】
△留意点
①就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による就業時間や健康の管理も一
定程度必要である。
②職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要である。
③１週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には、雇用保険等の適用がない場合
があることに留意が必要である。

【企業】
△留意点
①必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持業務、競
業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要である。



副業・兼業を認めるにあたって
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・原則、副業・兼業を認める。

・例外的に副業・兼業を禁止または制限する規程を定める。

STEP１ 就業規則の整備

〇就業規則等の見直しにあたってのポイント
・副業・兼業を原則認めることとする。
・必要に応じ、例外的に副業・兼業を禁止または制限することができる場合を規程する。
・副業・兼業の有無や内容を確認するための方法を、労働者からの届出に基づくことと
する。
・使用者が、労働者に課す競業避止義務の基準等の策定に行う場合には、労働者の職種
や地位等を勘案したものとすることが望ましい。



副業・兼業を始める前に
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・労働者は、副業・兼業の内容を会社に届け出る。

・使用者は、副業・兼業の内容を確認する。

STEP２ 副業・兼業に関する届出
（労働者）
〇副業・兼業を希望する場合は、会社の副業・兼業に関するルールを確認。
〇副業・兼業先が決まったら、就業規則等に定められた方法にしたがい、会社に副業・
兼業の内容を届け出る。

STEP３ 副業・兼業の内容の確認
（使用者）
〇当然には労働者の副業・兼業を知ることができないため、労働者からの申告等により、
副業・兼業の有無・内容を確認。
〇副業・兼業が労働者の安全や健康に支障をもたらさないか、禁止または制限している
ものに該当しないかなどの観点から、副業・兼業の内容を確認する。



副業・兼業を始める前に
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労働時間管理
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◎労働時間管理
労働基準法第３８条第１項
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用につい
ては通算する。」
労働基準局長通達（昭和２３年５月１４日付け基発第７６９号）
「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む。

※労働時間が通算されない場合
・労基法が適用されない場合
（フリーランス、独立、起業、理事等）
・労基法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合
（農業・畜産業等、管理監督者等、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度）



労働時間管理
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・同日に、副業・兼業を行う場合には特に注意が必要。

・原則として、契約の先、後が優先される。

STEP４（Ａ） 所定労働時間の通算（原則的な労働時間管理の方法）
○所定労働時間を通算した結果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部
分がある場合は、その超えた部分が時間外労働となり、時間的に後から労働契約を締結
した企業が自社の３６協定で定めるところによってその時間外労働を行わせることにな
る。

STEP４（Ｂ） 管理モデルの導入（簡便な労働時間管理の方法）
○副業・兼業を行う労働者に管理モデルにより副業・兼業を行うことを求め、労働者と
労働者を通じて副業・兼業先がそれに応じることによって導入されることを想定。
〇自社と副業・兼業先の労働時間を通算して、法定労働時間を超えた時間数が時間外労
働の上限規制である単月１００時間未満、複数月平均８０時間以内となる範囲内におい
て、各々の事業場における労働時間の上限を設定する。



労働時間管理
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ＳＴＥＰ４（Ａ） 所定労働時間の通算（原則的な労働時間管理の方法）

合計９時間

先 後

先後



労働時間管理
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〈具体的な方法〉
①副業・兼業の開始前に
（Ａ）使用者Ａの事業場における法定外労働時間
（Ｂ）使用者Ｂの事業場における労働時間（所定労働時間及び所定外労働時間）
を合計した時間数が時間外労働の上限規制である単月１００時間未満、複数月
平均８０時間以内となる範囲内において、各々の使用者の事業場における労働
時間の上限をそれぞれ設定する。
労働者を介して
・各々の使用者の事業場における労働時間の上限を調整する。
・使用者Ａが、自らの事業場において想定される法定外労働時間を前提に、使
用者Ｂの事業場において設定可能な労働時間の上限を算出し、その時間数の範
囲内で労働時間の上限を設置するよう、使用者Ｂに求める。

ＳＴＥＰ４（Ｂ） 管理モデルの導入（簡便な労働時間管理の方法）

使用者Ａ 時間的に先に労働契約を締結
使用者Ｂ 時間的に後に労働契約を締結



労働時間管理
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●管理モデルのイメージ

ＳＴＥＰ４（Ｂ） 管理モデルの導入（簡便な労働時間管理の方法）



労働時間管理
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●管理モデルのイメージ

ＳＴＥＰ４（Ｂ） 管理モデルの導入（簡便な労働時間管理の方法）



労働時間管理
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時間外労働の上限規制



相談窓口

16



17

北海道最低賃金



労働災害が発生した場合
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